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廃 室 発 第 2 4 号 

令和 5 年 12 月 21 日 

 

原子力規制委員会 殿 

 

住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

申 請 者 名 日 本 原 子 力 発 電 株 式 会 社 

代 表 者 氏 名 取 締 役 社 長  村 松  衛 

 

東海発電所 廃止措置計画変更届出書 

 

核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第 43 条の 3 の 34

第 3 項において準用する同法第 12 条の 6 第 5 項の規定に基づき，下記のとお

り東海発電所の廃止措置計画変更を届け出ます。 

 

記 

 

一 氏名又は名称及び住所並びに代表者の氏名 

  氏 名 又 は 名 称 日本原子力発電株式会社 

  住 所 東京都台東区上野五丁目 2 番 1 号 

  代 表 者 の 氏 名 取締役社長 村松 衛 

 

二 廃止措置に係る工場又は事業所の名称及び所在地 

  名 称 東海発電所 

  所 在 地 茨城県那珂郡東海村大字白方 1 番の 1 

 

三 廃止措置の対象となる原子炉の名称 

  名 称 東海発電所原子炉 
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四 変更に係る事項 

平成 18 年 6 月 30 日付け平成 18･03･10 原第 4 号をもって認可を受け，別

紙 1 のとおり変更認可（届出を含む。）を受けた東海発電所廃止措置計画認

可申請書の記載事項中，次の事項の記述の一部を令和 5 年 12 月 14 日付け

で別紙 2 のとおり変更した。 

 

十一 廃止措置の工程 

 

五 変更の理由 

廃止措置の工程について，原子炉領域解体撤去の開始時期を 2024 年度と

しているが，当該工事に伴い発生する放射性廃棄物を収納する容器の仕様等

の決定に時間を要することから，原子炉領域解体撤去の開始時期を 2029 年

度に，廃止措置の終了時期を 2035 年度に変更したため。 
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別紙 1 

 

東海発電所廃止措置計画変更認可（届出を含む。）の経緯 

 

 認可（届出）年月日 認可番号 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

平成 18 年 06 月 30 日 

平成 22年 07 月 30 日（届出） 

平成 25年 03 月 08 日 

平成 25年 12 月 19 日（届出） 

平成 27年 07 月 08 日（届出） 

平成 29年 09 月 21 日（届出） 

平成 31年 02 月 28 日（届出） 

平成 31年 03 月 14 日（届出） 

令和 02年 03 月 26 日 

令和 03年 03 月 31 日 

平成 18･03･10 原第 4号 

－ 

原管廃収第 130131007 号 

－ 

－ 

－ 

－ 

－ 

原規規発第 2003263 号 

原規規発第 2103313 号 
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別紙 2 

 

 

 

変 更 の 内 容 
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十一 廃止措置の工程 

廃止措置の工程の記述の一部を，東海発電所廃止措置計画変更認可申請書

変更前後比較表の変更後欄のとおり変更する。 
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